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（協議会の設置）
法第八九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、
関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連
する職務に従事する者その他の関係者により構成される協議会を置くように努めなければならない。

２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連携をはかることにより、地域における障害者等への支援
体制に関する課題について、情報を共有し、関係期間等の連携の緊密かを図るとともに、地域の実情
に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

（自立支援）協議会の法的位置づけ
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大津市障害者自立支援協議会の目的

一人ひとりから集約された福祉・保健・医療
等に関わる諸課題を関係機関で共有する

課題解決に向けた調整及び、新たな社会資源
の創造支援システムの構築

各種サービスの総合的な調整・連携強化に
よる各施策の効果的な実施・推進
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・大津の自立支援協議会での取り組み
＊資源の改善開発は「どんな地域にしたいか」が基本
・法人単独・事業所単独で行うのではなく、地域で考える
・課題の共有・明確化（事例検討を積極的に行う）
・地域に必要な数・機能をあきらかにする（アンケートを積極的に
行う）
・全体報告会やシンポジウムを開催して当事者や市民にも報告して
課題を共有する。
＊横断的・重点的に検討必要な課題は相談支援専門員が中心となっ
てプロジェクト会議 を立ち上げて検討してきた。
→検討して施策化・資源整備につながったプロジェクト

①入院時の付き添いに関して
②自宅浴槽で入浴が困難な方の支援に関して

2022/11



2022/11



2022/11



2022/11



2022/11



高齢障害者の介護保険利用に関する支援の課題

○相談支援専門員と介護支援専門員がお互いを知らない
・自身に、相手の制度理解、サービス内容に関する知識が不足している
・相手に、自身の制度理解、サービス内容に関する知識が不足している
○介護保険移行の業務プロセスが標準化されていない
・事業所として情報提供の方法が決まっていない
・介護保険移行に関するマニュアルや様式・ツールがない
○介護保険移行に関する教育・人材育成の仕組みが不十分である
○介護保険移行のあり方について協議する場がない
○介護保険移行ケースは事業所全体からみればわずかなため、課題解決に向けた
アクションを起こしにくい

引用：平成２９年度老人保健健康増進等事業「相談支援専門員と介護支援専門員
との連携のあり方に関する調査研究事業」株式会社三菱総合研究所
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高齢障害者プロジェクトとは

• 制度が変わっても、必要な支援が途切れることなく、
支援者が増えて地域生活が継続できる体制づくりを
目指して、大津市障害者自立支援協議会内に設置。

• 65歳で障害福祉から介護保険に移行および高齢障害
者の支援で困っているケースの事例を障害分野及び
高齢分野から報告してもらい、意見交換をする中で
課題を抽出。

• 課題解決に向けた仕組み作りや連携強化のための研
修会を定期的に実施している。

• 過去の取り組みは右のQRコードまたは自立支援協
議会のホームページの高齢障害者の支援のページか
ら参照できます。

https://onl.bz/GaCUe7y
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本日の研修の目的

①高齢障害者の権利擁護及び 8050 問題を知る

②障害福祉サービスから介護保険サービス移行に関するプ
ロセスを知る

③障害分野の支援者と高齢分野の支援者の連携を強化する。
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本日の流れ

①高齢障碍者プロジェクトの紹介

②65歳での介護保険移行に関する行政説明。（負担額減免措置も含めて説明）

③権利擁護に関する事例報告。じゅぷとやまびこから。

④大津市権利擁護サポートセンターから高齢障碍者等の支援の現状報告

⑤グループワーク
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介護保険の移行に関する
行政説明

質疑応答はチャットを利用して行います。説明を聞いてご質問のある方は
チャットで記入してください。グループワークの後の報告時間に併せて、

回答させていただきます。
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高齢障害者の支援に関して



介護保険と障害福祉の適用関係

社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下、サービス内容や機能から、障害福祉

サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給
付を優先して受けることになる。

（２）介護給付費等と介護保険制度との適用関係

市町村は、介護保険の被保険者（受給者）である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、
個別のケースに応じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可
能か否か、当該介護保険サービスに係る保険給付を受けることが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給
者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。

② 介護保険サービス優先の捉え方

ア サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護
保険サービ スに係る保険給付を優先して受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場
合でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これ
により必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービスの種
類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを
優先的に利用するものとはしないこととする。

したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容（利用意向）を聴き取り
により把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に
判断すること。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」

一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、申請者の個別の状況に応じ、申
請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを判断
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③ 具体的な運用

申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本
的には介護給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険
給付が受けられない場合には、その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。

ア 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サー
ビスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険の
ケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。

イ 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者
が実際に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合（当該事
情が解消するまでの間に限る。）。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」

状態の変化によりサービスの必要量が増減する場合があるが、介護保険利用前に必要とされていたサービスが、介護保険利
用開始前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運用をお願いしたい。

「平成26年3月障害保健福祉関係主管課長会議」

イ サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの（同
行援護、行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等）については、当該障害福祉サービスに係る介
護給付費等を支給する。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」

市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認
められる場合等には、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能

障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については 、障害者総

合支援法に基づくサービスを受けることが可能
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障害福祉サービスを利用している方が
介護保険利用対象になったら
• 障害福祉サービスを利用されている方が、介護保険利用対象者に

なると居宅介護（身体介護や家事援助等）や短期入所を利用してい
る場合には介護保険のサービスが優先となります。そのため、介護
保険の認定申請を行い、要支援や要介護の決定が出た場合は、介護
保険サービスの利用に切り替える必要があります。

• そのため、介護保険の認定調査の手続きを行い、要支援や要介護
の判定が出た場合は、介護保険サービスの利用に基本切り替える必
要があります。障害福祉サービスを利用している場合は障害福祉課
から65歳（一部40歳）の誕生日を迎える3か月前に介護保険利用の
案内が届きます。

• 65歳以前から利用している通所施設や移動支援及び日中一時支援
は継続して利用することが可能です。
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障害福祉サービスと介護保険
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障害福祉サービスと介護保険サービス
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介護保険事業所

○ 障害福祉サ―ビスに相当するサービスが介護保険法にある場合は、介護保険サービスの利用が優先されることになっている。

高齢障害者が介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるために利用者負

担（１割）が新たに生じることや、これまで利用していた障害福祉サービス事業所とは別の介護保険事業所を利用することになる場

合があることといった課題が指摘されている。

○ このため、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対し、介護保険サービ
スの利用者負担が軽減されるよう障害福祉制度により利用者負担を軽減（償還）する仕組みを設け、障害福祉サービス事業所が
介護保険事業所になりやすくする等の見直しを行い、介護保険サービスの円滑な利用を促進する。

○ 一定の高齢障害者に対し、一般高齢者との公平
性を踏まえ、介護保険サービスの利用者負担を軽
減（償還）できる仕組みを設ける。

【対象者】
・ 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉
サービスを受けていた障害者

・ 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス
を利用する場合

・ 障害支援区分2以上
・ 低所得者

※ この他、障害福祉サービス事業所が介護保険
事業所になりやすくする等の見直しを行い、介
護保険サービスの円滑な利用を促進する。

高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用

障害福祉サービス事業所

障害福祉サービス事業所

かつ

介護保険事業所

［利用者負担］
ゼロ（低所得者）

［利用者負担］
１割

介護保険事業所にな
りやすくする等の仕
組み

一定の高齢障害者に対し
利用者負担を軽減（償還）

具体的内容具体的内容 65歳未満

［利用者負担］
１割

65歳以上 ※介護保険が優先

介護保険サービスの
円滑な利用を促進

22平成30年度障害者総合福祉推進事業に基づく新カリキュラムによる相談支援従事者養成研修(現任研修) を令和元年度版に改訂したもの



介護保険サービス利用者自己負担減免の
制度について
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高齢障害者の権利擁護及び
8050 問題を知る

事例報告
地域生活サポートセンターじゅぷ

別紙資料参照してください。
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権利擁護サポートセンター
からの報告

高齢障害者の支援及び８０５０問題に関する報告
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グループワークの流れ

①自己紹介と事業所紹介

②今回の報告を聞いての感想やコメント。

③権利擁護や8050問題の視点から障害と高齢の支援者の役割や連携で大切だと
思うこと
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各グループからの報告
まとめ

2022/11



お疲れさまでした。

アンケートのご記
入よろしくお願い

します。

https://forms.gle/e6ESr6V3sBCgRaj78
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